
  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  医療保険
(1)  概要

我が国では,すべての国民が何らかの医療保険の対象となる国民皆保険の体制が,昭和36年4月より実施されている。

医療保険制度を大きく分けると,被用者保険(被保険者は被用者自身であるが,この被用者に扶養される者も保険の対象である。)と,
一般地域住民を対象とする地域保険とになる。

各種医療保険制度適用人員数

国民医療費の動向

国民医療費負担区分別割合の年次推移

厚生白書（昭和59年版）



財源別国民医療費百分率の年次推移

医療保険制度の改正前後比校

厚生白書（昭和59年版）



欧米諸国の医療保障制度

厚生白書（昭和59年版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和59年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  医療保険
(2)  国民健康保険
1)  一般の国民健康保険

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和59年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  医療保険
(2)  国民健康保険
2)  退職被保険者の国民健康保険

国民健康保険の医療給付の状況

厚生白書（昭和59年版）



  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和59年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  医療保険
(3)  健康保険

健康保険(政府管掌)事業のしくみ

政府管掌健康保険の適用状況

厚生白書（昭和59年版）



組合管掌健康保険の適用状況

政府管掌健康保険の医療給付の状況

厚生白書（昭和59年版）



組合管掌健康保険の医療給付の状況

厚生白書（昭和59年版）



政府管掌健康保険財政状況

厚生白書（昭和59年版）



組合管掌健康保険収支状況
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厚生白書（昭和59年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  医療保険
(4)  日雇労働者健康保険

日雇労働者健康保険は,日雇労働者の業務外の事由による疾病,負傷,死亡又は分娩及びその被扶養者の疾
病,負傷,死亡又は分娩について保険給付を行うことにより,その生活の安定に寄与することを目的としてい
る。

日雇労働者健康保険の適用状況(各年度末現在)

日雇労働者健康保険財政状況

厚生白書（昭和59年版）
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厚生白書（昭和59年版）



  

指標編
第1部  制度の概要及び基礎統計
Ⅳ  医療保険
(5)  船員保険

船員保険は海上で働く船員を対象とした総合的社会保険(陸上の被用者を対象とする健康保険,厚生年金保
険,雇用保険及び労働者災害補償保険の各制度を包含した機能を有する制度)である。

被保険者,数被扶養者数,船舶所有者数及び平均標準報酬月額の推移

船員保険収支状況

船員保険の医療給付の状況

厚生白書（昭和59年版）
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厚生白書（昭和59年版）




